
介護福祉士になりたい人と応援したい人との出会い 

進学サポート懇談会 

福祉施設の話 
がきける！ 

修学資金 
が学べる！ 

参考図書 
がもらえる！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
申請のコツも 
わかる！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
どんな施設・仕事か 
きいてみよう！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
福祉・介護の 
リアルをしろう！ 
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場 所 大阪社会福祉指導センター（大阪市中央区中寺１－１－５４） 

事前セミナー／１２時３０分～１３時３０分 
懇 談 会 ／１４時００分～１６時００分 

平成３０年１２月８日（土） 

Osaka Metro（旧大阪市営地下鉄） 
■谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅下車 

  ③番出口から南西へ400m 

■谷町線・千日前線 「谷町九丁目」駅下車 

  ②番出口から北西へ600m 

※駐車場はありませんので、公共交通機関 
  をご利用ください。 

 大阪福祉人材支援センター 

対 象 高校生、保護者、教員、平成３１年度介護福祉士養成施設入学予定者 

主 催 社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 

■事前セミナーでは、福祉・介護分野 
 の現状や展望が学べるとともに、 
 「介護福祉士修学資金貸付制度 ※」 
 の内容や申請方法が分かります！ 
 
※介護福祉士を目指す方に修学のための費用を 
 無利子で貸し付ける制度です。 
 大阪府内の福祉施設で介護職として５年間従事 
 すれば返還が免除されます。 
 （介護福祉士や修学資金については、裏面を 
 ご参照ください） 

■懇談会には、福祉施設を運営し、介護 
 サービスを提供する社会福祉法人や 
 医療法人などが参加。 
 施設や仕事の内容をお聞きし、 
 「法人保証 ※」の要件について説明を 
 受けることができます！ 
■興味のある福祉施設には、後日、福祉 
 インターンシップ（職場体験）も可能です！ 
 
※修学資金の申請に際して、連帯保証人となって応援 
 してくれる福祉施設に出会えるかもしれません。 

予約 
不要 

～「介護福祉士修学資金」を知る・活用する！～ 

後 援 大阪府、大阪府教育委員会 

協 力 （公社）日本介護福祉士養成施設協会・大阪介護福祉士養成校連絡協議会 

詳しい内容はコチラ☞ 
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https://2.bp.blogspot.com/-CcPxqR5ZwmU/U0pTZFbJGMI/AAAAAAAAfKA/fizLuwMlaH4/s800/tatemono_kaigo_shisetsu.png


■介護福祉士および介護福祉士修学資金貸付制度の紹介 

■問合わせ先 
 
社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会 
 大阪福祉人材支援センター 
 人材支援グループ（担当 青木、谷口） 
 電話：06－6776－2943（平日9時～17時） 
 ＦＡＸ：06－6761－5413 

■法人保証とは？ 

■介護福祉士修学資金貸付制度の申請には連帯保証人が必要です。福祉施設を運営する法人に連帯 
 保証人になってもらうよう依頼することができます。 
 ・修学資金の貸付を受けるには、連帯保証人が1名必要となります。 
 ・平成30年度より法人保証の仕組みがスタートし、大阪府内の福祉施設で、社会福祉事業を５年以上運営している 
  法人は連帯保証人になることが可能になりました（財務状況などについて、あらかじめ大阪府社会福祉協議会の 
  審査承認を受けた法人に限られます）。 
 ・法人との十分な話し合いや、福祉インターンシップなどを通じて、双方が合意すれば、法人に保証人となってもらい 
  修学資金の貸付を受けることが可能になります。 

■当日および懇談会以後の流れ 

   
           
 

 
 
 

■懇談会以後 ： 福祉インターンシップや施設面接 
         ・福祉インターンシップの実施 → 施設面接（インターンシップ後 ※参加者が希望する場合） 
         ・施設面接を経て、法人保証の確定（高校3年生および平成31年度介護福祉士養成施設入学予定者） 
         ※高校2年生は、今後の進路選択の参考にする機会としてご参加ください。 

 ■懇談会当日：①事前セミナー 
              ・福祉・介護分野の講義や「介護福祉士修学資金貸付制度」の内容や申請方法の説明など。 

           ②ブースにおける個別面談（※面接の場ではありません） 
              ・法人から、施設や仕事内容の紹介、法人保証の要件の説明などを受けます。 
              ・福祉インターンシップの相談や登録、介護福祉士養成施設に関する相談など。 

★懇談会に出展する法人リストは、 
 11月初旬に、大阪福祉人材支援 
 センターのWEBサイトにて公開予定 


